


(2) 内部統制システムの整備及び運用に関する状況 

  内部統制システムの整備及び運用の状況を監査した結果、特に指摘すべき事項は認め

られず、内部統制システムに関する業務方法書の記載内容は相当であると認めます。 

  また、内部統制システムに関する学長の職務は適切に執行され、指摘すべき事項は認

められません。 

 

(3) 役員の不正行為及び法令等に違反する事実の有無 

  役員の職務の執行に関し、不正の行為又は法令等に違反する事実については、指摘す

べき重大な事実は認められません。 

 

(4) 事業報告書 

  事業報告書は、国立大学法人広島大学の業務運営の状況を正しく示しているものと認

めます。 

 

(5) 財務諸表等 

  会計監査人である有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。 

 

    平成 29年 6月 9日 

 

   国立大学法人広島大学長 

     越 智 光 夫  殿 

 

 

                       監事   野 上 智 行 

                       監事   高 橋   超 

 

 


